
１－１．地 震 対 応 編
【振興局・指定管理者共通】

基本スキーム

地震発生

震度確認

震度４ 震度５以上 通報による覚知
（第１非常配備基準）

連絡本部又は対策本部設置
（第２又は第３非常配備基準）

休日・夜間 勤務時間内

連絡体制 現状把握 被害なし 報告
※翌登庁後

第１報連絡（携帯） 休日･夜間
被害発生

地震被害状況報告書（第１報） 勤務時間内

体制の構築

地震被害状況報告書（第２報） 被害詳細把握・対応分析

地震被害状況報告書（第３報） 被害状況変化・修繕対応進捗等

地震被害状況報告書（確定） 施設復旧等協議・決定

再発防止策検討

１．現状把握

事 項 内 容

○団地周辺、共同施設の目視 ※第２非常配備基準以
○ライフラインの稼働状況点検 上となった場合は、

指定管理者等による団地巡回 ○入居者からの通報内容確認 振興局職員も協力
○震度３以下であっても通報等に
より被害を覚知した場合も同様

○休日･夜間時における被害内容報告につ ※被害が確認
いては、課⻑補佐（住宅管理・家賃管理）あて連絡 された場合

○被害箇所の写真による記録 は、事象に
現状把握・緊急対応 ○供給事業者への連絡 関わらず振

○被害拡大防止のための安全対策の実施 興局職員も
※速やかに地震被害状況報告書 ○人的被害への速やかな対応 現地へ急行
（第１報）の提出 ・負傷者の状況把握・病院への搬送

・一時避難場所又は指定避難所への誘導
・公営住宅への一時入居
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２．体制の構築

建設指導課内初動体制

総合調整 入居者対応 原因調査・復旧 関係機関連絡調整

※地方連絡本部又は地方対策本部が設置された場合は、その指示に基づく体制を確立

３．被害詳細把握・対応分析

事 項 内 容

地震情報 ○震源地、当該道営住宅所在市町の震度の詳細確認

○施設被害、人的被害の詳細把握
被害状況等 ○ライフライン等の復旧状況

○破損箇所への修繕工事発注状況
○入居者の避難状況

４．施設復旧等協議・決定

事 項 内 容

○原状復旧に向けた修繕等について住宅課と協議
○災害（火災の場合は地震による火災に限る。）により既
設の公営住宅が滅失又は著しく損傷した場合には、建設
等と同率で国庫補助が行われる（公営住宅法第８条第３

施設復旧 項）。
災害による公営住宅の補修に要する費⽤が「１⼾当たり
１１万円以上」で補修費の合計額が１事業主体で２９０
万円以上が要件

○被災した入居者の今後の居住先について、必要に応じて
入居者対応 当該市町営住宅への入居協議

○被災した入居者からの要望等を聞き取り、一時入居から
特定入居への切替

５．その他

〈エレベーターの安全に係る技術基準の見直し〉
○平成２１年９月に建築基準法施行規則及び同施行令の一部改正（以下「改正法」という。）
が行われ、エレベーターの⼾開⾛行保護装置の設置や地震時等管制運転装置の設置が義務付
けされ、利⽤者の閉じ込めを防ぐなど、安全対策の強化が図られている。

○改正法施行前に設置（既存不適格）されたエレベーターについては、順次、改善工事を行い、
既存不適格のエレベーターの解消を図っている。

○既存不適格のエレベーターで改善工事が未定となっているのは、「根室市道営住宅花咲団地」
のみとなっていることから、「震度４」であっても指定管理者に対してエレベーターの稼働
状況等を確認させることが必要
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